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標記配慮書の内容を環境保全の専門的見地から審査した結果、環境影響評価の

実施及び環境影響評価方法書の作成に当たっては、以下の事項に十分配慮する必

要がある。 

 

［大気環境］〈臭気〉 

（１）環境影響評価項目の選定に当たっては、燃料の保管等による臭気の予測・

評価を行うこと。 

 

［動物・植物・生態系］〈動物〉 

（１）環境影響評価項目の選定に当たっては、排水の排出場所や方法等に応じて、

動物・植物の予測・調査の必要性について検討すること。 

 

［景観・人と自然との触れ合いの活動の場］〈景観〉 

［文化財］〈文化財〉 

（１）国土の歴史的景観に寄与する郡築二番町樋門からの眺望範囲に事業実施想

定区域が位置していることに鑑み、眺望点を郡築二番町樋門周辺に選定し

たうえで景観の予測・評価を行うとともに、建築物の配置や規模、高さ、

デザイン等の決定に当たっては、眺望点からの景観や周辺景観への影響を

最小限にとどめるよう配慮すること。 
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